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※当施設では、利用者に対して指定障害者短期入所サービスを提供します。 

当サービスの利用は、原則として介護給付費の支給決定を受けた身体障害者

及び身体障害児の方が対象となります。 

 

 

 

社 会 福 祉 法 人 

こ も は ら 福 祉 会 

 

平成１５年 ３月２５日作成 

令和 6年 6月 １日改定 

 

本書は、当施設とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福

祉法第 76条に基づき、当施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注

意いただきたいことを説明するものです。 



指定障害者短期入所事業所 

身体障害者支援施設 はなの里 

事業所説明 

１．運営主体    社会福祉法人 こもはら福祉会 

 ２．代表者     理事長 家里 英夫 

 ３．所在地     三重県名張市西田原２０００番地 

 ４．法人の行な   障害者支援施設「身体障害者支援施設はなの里」 

   う他の事業   障害者生活介護事業「身体障害者支援施設はなの里」  

介護老人福祉施設「特別養護老人ホームはなの里」 

         「特別養護老人ホーム第２はなの里」 

         「特別養護老人ホーム第３はなの里」 

短期入所生活介護事業「ショートステイはなの里」 

通所介護事業「老人デイサービスセンターはなの里」 

      「老人デイサービスセンター第２はなの里」 

           居宅介護支援事業「はなの里」 

           軽費老人ホーム「ケアハウスはなの里」 

           認知症対応型共同生活介護事業「グループホームはなの里」 

           小規模多機能型居宅介護事業「多機能ホームはなの里」   

           訪問介護事業所「ヘルパーステーションゆり」 

           保育事業「西田原保育園」「桔梗が丘保育園」               等 

 ５．開設年月日   平成１２年４月１日  

 ６．指定施設の   

認可年月日   平成１８年１０月１日 

 ７．職員体制    管理者 家里和子（法人の行なう各事業の管理者を兼務） 

           サービス管理責任者・・・常勤１名 

           生活支援員・・・・・・・常勤１2名、非常勤 6名 

           看護職員・・・・・・・・常勤１名 

           栄養士・・・・・・・・・兼務１名 

          ※生活支援員・看護職員等については、身体障害者支援施設として一体的に運営を行う

併設事業所につき、施設入所支援、生活介護事業の利用者と短期入所事業所の利用者

数とを合算した数について常勤換算法により必要とされる員数とする。 

 ８．資格取得状況  介護福祉士・・・9名     介護職員初任者研修（ヘルパー２級）・・・1名 

            准看護師・・・1名 

           栄 養 士・・・１名    

 ９．協力病院    名張市立病院 

 

 

 

＜事業の目的＞ 

自宅等で生活される、居宅生活支援が必要な障害者の皆様に、障害者総合支援法の定める適正な障害

者短期入所サービスを提供し、生活の手助けと、社会復帰の支援をすることを事業の目的とします。 

 

＜運営の方針＞ 

 当事業所は、利用される皆様の心身の特性を踏まえた上で、その有する能力に応じて自立した日常生

活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行な

います。 



サービス内容（基本サービス） 

① 食事介助サービス 

  栄養士の立てる献立表により、栄養バランスや皆様の身体状況等を考慮した食事をご用意いたし

ます。また、食事中の見守りや介助が必要な方には、適切な対応をさせて頂きます。 

食事は、体調等に問題が無ければ食堂にて取っていただけます。 

  食事時間            身体状況に応じた食事 

朝 食 ８：００～ 

昼 食 １２：００～ 

夕 食 １８：００～ 

②入浴介助サービス 

身体状況に応じた各種入浴設備を利用して、入浴もしくは清拭をお手伝いします。（ご本人の体

調によって、変更・中止となる場合があります。） 

  ・一般浴場・・・手摺り付き   各階に設置 

  ・機械浴場・・・座位式機械浴  リフト浴  ２Fに設置 

                  チェア－浴 １Fに設置 

寝台式機械浴  １Fに設置 

  ・入浴曜日 月・水・土曜日（女性）、火・木・土曜日（男性）・・・一般浴、座位式機械浴 

        月・水・金曜日・・・・・・・座位式機械浴、寝台式機械浴 

③排泄介助サービス 

  皆様の身体能力に応じた形での排泄介助サービスを提供いたします。 

④更衣・整容介助サービス    

  ご本人が自分で着替えをすることが難しい状態であれば、更衣のお手伝いをします。また、起床

時の洗顔など清潔で快適な生活が送れるよう、整容のお手伝いもいたします。 

⑤送迎サービス 

  ご希望の場合、自宅から施設までの移動のお手伝いをいたします。送迎には、車椅子やストレッ

チャーでの移動が可能なリフト付き車も配備しております。 

⑥洗濯サービス    

  3泊以上ご利用の場合、必要に応じて施設にて対応させていただきます。ただし、退所日に発生

した洗濯物は除きます。なお、施設で洗濯対応の場合におきましても、手洗いや自然乾燥が必要

な衣類等は対象外とさせていただきます。 

 

サービス内容（選択サービス） 

①  レクリエーション活動 

②  貴重品管理等のサービス 

 

医療体制及び健康管理 

名張市立病院が協力病院となっています。 

健康管理については、常に利用者の健康状況に注意し、健康保持のための適切な支援を行います。 

お部屋のご利用にあたって 

 当施設をご利用の際に使って頂くお部屋は、つぎの通りとなっています。 

   ・個室 ２室       

 お部屋の空き状況やご本人の心身の状態、あるいは当施設の事情等により、使って頂くお部屋を決め

させて頂きます。 

主 食 普通食 軟飯 粥 パ ン 

副 食 普通食 刻み食 極刻み食 ペースト 



お約束 

  １．お部屋の利用は、男女で分けさせて頂きます｡同じ部屋を男女が同時に利用することはあり

ません。 

  ２．インフルエンザなど流行性の病気が発生した場合や、その他、やむをえない事情により、お

部屋の移動をお願いすることがあります。 

  ３．皆様にサービスを提供したり、安全衛生上の管理をする上で必要であれば、ご利用の居室内

に立ち入り、必要な対応をさせて頂きます｡その場合、皆様のプライバシー保護について、

十分な配慮をいたします｡ 

お願い 

１． お部屋や共用施設、敷地については、その本来の用途にしたがって下さい。 

  ２．故意に、またはご本人の身体状況を踏まえても、注意をすれば避けられたにもかかわらず、

施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、自己負担により現状に復していただくか、

または相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

 

禁止事項 

１．以下に挙げる物品の持ち込み使用を原則禁止とさせていただきます。 

・他の方の居住空間や施設の倉庫を圧迫する量、大きさの物品 

・当施設の貴重品預かり金庫に納まらない貴重品 

・ご本人や他の方が負傷する可能性がある物品、電化製品 

・施設に共用で設置されているもので、あえて個人持参する妥当性がないもの 

・その他、施設にてお断りしたい物品 

２．施設内での宗教活動、政治活動、営利活動は禁止させていただきます。 

３．人権、信条、宗教、習慣等の相違によって、他の方を排斥したり、その自由を侵害したりする行

為を禁止させていただきます。 

４．他の利用者及び職員に対するセクハラ等の迷惑行為は禁止させていただきます。 

５．原則全館禁煙となっていますのでご協力下さい。最小限の喫煙については職員の指示にしたがっ

て下さい。 

６．皆様のプライバシー保護の為、許可なく故意に他の方のお部屋への立ち入ることを禁止させてい

ただきます。 

７．故意による他人の持ち物の無断借用、利用者同士での金銭の譲渡・代理注文は禁止させていただ

きます。（また、個々の身体の状況から、飲食に制限のある方もいらっしゃいますので、飲食物

等についても職員が管理することがあります。） 

８．上記禁止事項に反する場合には、当施設はサービス利用の中断などの対応をさせていただくこと

があります。 

 

ご協力いただきたいこと 

サービス利用とサービス提供が円滑に行われるために、ご協力をお願いいたします。 

１．サービス利用の予定を中止する場合、サービス実施日の前日までにお申し出下さい。当日取り消 

しの場合、取り消し料を請求させていただくことがあります。また、中止申し出までに、依頼さ 

れましたサービス（特別な食事等）を揃えさせていただいた場合等、その実費分を請求すること 

があります。 

２． ご面会については原則として午前８時３０分から午後５時３０分ですが、それ以外の場合は、

事前にご連絡いただければ結構です。また、利用者の方の状態及びその他やむをえない場合

等の理由により、ご面会をお断りさせていただくことがあります。 

 



利用について 

利用条件 市町村にて障害者短期入所支援（介護給付費）の支給を受けられる方（受給者証にて確認） 

利用定員 ２名 

通常の送迎実施地域  名張市 

利用料金  

① 上記の基本サービスについては、食費・光熱水費を除き、9割が介護給付費の給付対象となります。 

事業者が介護給付費を代理受領する場合には、利用者は、利用者負担分として、サービス利用料金

の 1 割の額を事業者にお支払いいただきます（定率負担）。なお、介護給付費が給付されるサービ

スの場合でも、代理受領を行わない場合（償還払いの場合も含む）については、一旦全額を事業者

にお支払い頂きます。 

② 下記の料金表によって、厚生労働省の定める利用者の障害支援区分に応じたサービス利用料金から、

介護給付費の給付額を除いた金額（利用者負担）と食費・光熱水費の合計金額をお支払いいただき

ます。（別途、個別減免等の負担軽減措置があります。） 

サービス利用料金（1日あたり）            （地域区分単価：名張市１０．１８円） 

利用者の障害支援区分 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 

短期入所サービス

費 

（Ⅰ） ５０９ ５８３ ６４８ ７８４ ９２３ 

（Ⅱ） １７３ ２４０ ３１８ ５２７ ６０２ 

短期利用加算 ３０ 

栄養士配置加算（Ⅱ） １２ 

食事提供体制加算 ４８ 

短期入所サービス費

と加算の単位合計 

（Ⅰ） ５９９ ６７３ ７３８ ８７４ １０１６ 

（Ⅱ） ２６３ ３３０ ４０８ ６１７ ６９２ 

介護職員処遇改善加

算（１５９/１００

０） 

（Ⅰ） ９５ １０７ １１７ １３９ １６２ 

（Ⅱ） ４２ ５２ ６５ ９８ １１０ 

利用料 単位合計 （Ⅰ） ６９４ ７８０ ８５５ １０１３ １１７８ 

（Ⅱ） ３０５ ３８２ ４７３ ７１５ ８０２ 

利用料金額（単位合

計×地域単価） 

（Ⅰ） ７，０６５円 ７，９４０円 ８，７０４円 １０，３１２円 １１，９９２円 

（Ⅱ） ３，１０４円 ３，８８９円 ４，８１５円 ７，２７９円 ８，１６４円 

利用者負担額 

（１割の目安） 

（Ⅰ） ７０６円 ７９４円 ８７０円 １，０３１円 １，１９９円 

（Ⅱ） ３１０円 ３８８円 ４８１円 ７２７円 ８１６円 

 

※1日あたりの利用料金は、計算上端数処理して表示しています。実際の利用料金は、1ヶ月分の利用料

単位合計（各種加算後）に地域区分単価を乗じた金額となります。 

※日中活動サービス利用に引き続く短期入所利用の場合は、短期入所サービス費（Ⅱ）となります。 

※施設送迎を利用の場合、片道１８６単位が加算されます。 

 

②介護給付費対象外のサービスをご利用の場合等の料金 

その他介護給付費対象外のサービス利用料 



食費 朝食 ３８９円  昼食 ５５０円  夕食 ５００円 

光熱水費  １日 ３２０円 

レクリエーション 無料（但し手芸材料費等は実費） 

行事参加料 行事費用１名分相当額 

  ③利用予定日の前に、利用者の都合によりサービスの利用を中止又は変更もしくは新しいサービスの

利用を追加することができます。この場合にはサービス実施日の前日までに事業者にお申し出くだ

さい。 

④利用の中止につきまして利用予定日の前日までにお申し出のない場合は、取り消し料として下記の

料金をお支払いいただく場合があります。ただし、利用者の体調不良等やむを得ない事情がある場

合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日（受付時間内）までの取り消し 無料 

上記時間以降の取り消し 利用者負担相当額 

⑤サービス利用の変更・追加の申し出に対して、利用者の希望する期間にサービスを提供することが

できない場合、他の利用日時を利用者に提示して協議します。 

⑥所定の料金について、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更

することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 1か月前ま

でにご説明します。 

 

＜利用者負担額の上限等について＞ 

○ 介護給付費対象のサービス（居宅介護、生活介護、短期入所 等）利用者負担額は上限が定められて

います。 

○ 利用者のご希望により、当事業所を利用者負担の上限管理者に選任される場合には、サービス利用開

始の際にその旨をお申し出ください。 

○ 当事業所において利用者負担の上限管理を担当し、具体的に上限を超える際の調整を行った場合には、

別途上限管理にかかる費用（月額１５０円）をお支払いいただきます。 

 

＜償還払い＞ 

事業者が介護給付費額の代理受領を行わない場合は、市町村が定める介護給付費基準額の全額をいっ

たんお支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付します。（「サービス提

供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると介護給付費が支給されます。） 

 

＜利用者負担の減免について＞ 

〔利用者負担に関する月額上限〕 

○ １ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得に応じて区分別に月額負担上限

額が設定され、それ以上の負担は必要ありません。 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護世帯 ０円 

低所得 市町村民税非課税世帯  ０円 

一般１ 市町村民税課税世帯（所得割１６万円未満） ９，３００円 

一般２ 上記以外 ３７，２００円 

 

 

〔食費等実費負担の軽減について〕 

食事提供体制加算が該当の方（所得が一定以下（生活保護、低所得、一般１））は、食費等実費負担の



軽減が行われるため、利用者負担は 1日あたりの食事代から４８０円を引いた額となります。 

 

＜利用料金・費用のお支払い方法＞ 

前記の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までに以下のいずれかの

方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて

計算した金額とします。） 

ア．窓口での現金支払 

イ．下記指定口座への振り込み 

        南都銀行桔梗が丘出張所  普通預金１８５４９９ 

        社会福祉法人 こもはら福祉会  理事長 家里 英夫 

 

緊急時の対応 

障害者短期入所のサービス利用中に、容態急変等緊急の事態が起こりましたら下記の通り対応いたし 

ます。 

  ご家族に電話等で連絡をとり、看護職員（又は介護職員）と運転担当職員の２名体制にて協力病 

院等への通院の介助をいたします。診察結果は看護職員等による申し受け、ご家族にお伝えしま 

す。診察結果によっては利用を中止し退所して頂く場合があります。 

なお、一刻を争う場合には、ご家族への連絡が前後することや、救急車を呼ばせていただくこと

があります。 

 ※体調不良時や定期受診につきましては、ご家族様で対応お願いいたします。 

 

事故発生時の対応 

   障害者短期入所のサービス利用中に事故が発生した場合は、ご家族及び各関係機関へ連絡します。

また賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を行います。 

 

利用者の記録や情報の管理、開示について 

事業者は、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内

容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。） 

また、サービスを提供するにあたって知り得た利用者や家族等の秘密について、正当な理由がある場

合を除き第三者に開示することはありません。ただし、予め文書で同意を得た場合は、他の指定居宅支

援事業者等に対して必要な個人情報を提供します。また、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密

を保持させるため，従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持します。 

 

 

 

 

 

営業について 

 営業日     年中無休 

受付け日時   祝祭日と１２月２９日～１月３日を除く月～金曜日 

         午前８時３０分～午後５時３０分 

 入所時間帯   午前８時３０分～午後５時３０分 

 退所時間帯   午前８時３０分～午後７時００分 



        ※この時間帯以外の入退所については、ご相談下さい。 

         時間帯によっては、食事の提供が出来ない場合があります。 

 送迎実施日時  ３６５日 

         午前１０時～午後３時３０分 

その他事項   営業時間外においても連絡が取れるように、２４時間体制で電話対応者を置いてい

ます。 

はなの里建物設備説明 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの設備は、施設入所支援、生活介護事業と障害者短期入所事業で共用しています。 

また、特殊浴室については、介護保険事業（老人デイサービス等）とも共用しています。 

 

安心して利用して頂くために 

身体障害者支援施設はなの里では、人権擁護、虐待防止等を含めサービスご利用の皆様に安心して利

用していただけるように、皆様からの苦情・相談を受け付ける窓口を設置いたしております。また、サ

ービスご利用中に事故などでご迷惑をおかけしないよう、非常の災害においても皆様の安全を確保でき

るよう非難訓練を行ない、サービスに関わる上で必要な職員研修を行います。 

これにより、皆様にご迷惑をおかけすることのないよう、万全の注意を払ってサービス提供に努めさ

せていただきますが、万一の事故に備えまして、施設の保険に加入しております。 

  職員研修・・・施設内定期研修及び随時外部研修 

  避難訓練・・・年３回 

  防犯訓練・・・年２回 

  加入保険・・・「あいおいニッセイ同和損害保険（株）」加入 

         「東京海上日動火災保険（株）自動車保険」加入  

 

苦情・相談窓口 

 ご利用の相談、人権擁護及び虐待防止等を含め、サービス内容についての相談、及び皆様からの苦情

を受け付けるための窓口を設置しております。ご連絡いただいた時、担当者不在でありましたら、後ほど

連絡させていただきます。 

 午後５時３０分～午前８時３０分までのご相談は、宿直のものが受け付けて、担当者に引継ぎます｡ 

 

区    分 室数 床面積（㎡）  区    分 室数 床面積（㎡） 

居 室（１人部屋） ８ 19.38 集  会  室  ※１に併設 

〃 （２人部屋） ６ 11.13 機能回復訓練室  ※１に併設 

静  養  室 1 18.69 介 護 材 料 室  ※２に併設 

食  堂 ※１ 1 124.40 リ ネ ン 室 1 4.35 

洗  面  所  居室に併設  介護職員室※２ 1 16.71 

便     所 6 24.80 談  話  室  その他に含む 

特殊浴室 1 40.93 研  修  室 1 42.00 

〃  脱衣室 1 17.32 会議及び地域交流スペース 1 63.00 

一般浴室 1 22.28 汚 物 処 理 室 1 16.72 

〃  脱衣室 1 21.45 空 調 機 械 室 1 20.25 

機械浴室 1 22.28 倉     庫 1 17.18 

〃  脱衣室 1 21.45 廊 下、そ の 他  376.78 



   電話番号  ０５９５－６６－１２３４ 

   ＦＡＸ番号 ０５９５－６５－３４８０ 

受付担当者   安本 久実 

※上記以外の担当者（施設内氏名掲示）も内容により、対応させていただきます。 

苦情解決責任者 家里 和子 

第三者委員   山口 信子  ０５９５－６５－３１９５ 

中嶋 俊子  ０５９５－６５－３５５６ 

 

施設の窓口の他にも、公的窓口として次の機関があります。 

名張市役所 福祉子ども部 障害福祉室 ０５９５－６３－７５９９ 

伊賀市役所 健康福祉部 障がい福祉課 ０５９５－２２－９６５７ 

三重県福祉サービス運営適正化委員会  ０５９－２２４－８１１１ 

 

 

重 要 事 項 説 明 確 認 書 

 

このカタログに書かれている内容に基づき、施設は障害者短期入所利用の説明を行ないました。利用者

（又はその家族等）は、事業者より受けた説明で、サービス内容について理解しました。 

                          

令和  年  月  日 

 

指定障害者短期入所事業所 

      事業所所在地    三重県名張市西田原２０００番地 

      事業者名      身体障害者支援施設 はなの里 

       

管理者氏名     家 里 和 子     

説明者氏名                           

 

利用者         住 所 

氏 名                
 

利用者の        住 所 

     （利用者との関係）  氏 名                 

 


